
1

1

フランスフランスフランスフランスにににに派遣派遣派遣派遣されるされるされるされる従業員及従業員及従業員及従業員及びびびび管理職管理職管理職管理職にににに適用適用適用適用されるされるされるされる

労働法労働法労働法労働法、、、、社会保険法及社会保険法及社会保険法及社会保険法及びびびび税務上税務上税務上税務上のののの制度制度制度制度

22

目次

1) フランスの労働法が適用される条件

2) フランスの社会保険制度への加入義務の免除

3) フランスでの納税義務と税制優遇措置



2

33

フランスの労働法が適用される条件

日本から派遣される従業員と管理職にフランスの

労働法が適用される場合とは？

44

フランスの労働法が適用される条件（1/5）

• 派遣（招聘）（Expatriation）

フランス労働法典には定義がない。

一般的には、日本企業との原雇用契約
が、当事者の合意に基づき解除され、派
遣先のフランス企業と雇用契約が締結さ
れる場合をいう。

派遣（招聘） は、招聘従業員手続き又は
「派遣従業員（salariés en mission）（招
聘）」手続きを経てフランスに派遣され、フ
ランス企業が雇用主となる場合をいう。

• 在籍出向（Détachement ）

「出向従業員とは、(…) 正規に設立され
フランス国外で事業を行う雇用者のすべ
ての従業員であって、通常は当該雇用者
のために労働し、当該雇用者の求めに応
じてフランス国内において限定された期
間労務を行う従業員である」 (労働法典
L1261-2)。

出向は、「派遣従業員（salarié en 
mission）（出向）」手続きを経てフランス
に派遣され、日本企業が雇用主である場
合をいう。

• 企業グループ内派遣の形態について
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フランスの労働法が適用される条件（2/5）

• 派遣（招聘）従業員について

派遣（招聘）従業員は、フランス企業と雇用契約を結ぶ。雇用契約には、
すべての点においてフランス法が適用される。

就労許可証（autorisation de travail）の申請の際に、フランス企業と派遣
（招聘）従業員がCERFA申請フォームの形式をとる「契約書」に署名する
（CERFAフォームについては添付資料参照）。このCERFA申請フォーム
に加えて、正式な雇用契約を締結することができる（特に就労時間など
の労働条件を明確にするため）。

日本からの派遣（招聘）従業員は、フランス労働法の適用にあたり、現地
採用の従業員と同様の取扱いを受ける。

66

フランスの労働法が適用される条件（3/5）

• 出向従業員について

フランス滞在の間、出向従業員は、日本の雇用主と

の従属関係を継続し、日本の雇用主との雇用契約
は、引き続き効力を有する。

しかし、出向従業員は、フランスにおいて労務を提

供することから、公正な競争を保証するため、フラン
スの労働法の一定の規定が適用される。
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フランスの労働法が適用される条件（4/5）

• 出向従業員に適用されるフランス労働法典の規定（労働法典L.1262-4条）
– 労働関係における個人及び集団の自由
– 男女間の職業上の差別及び平等
– 母性の保護、出産休暇及び父親休暇、家族の出来事休暇
– 派遣会社による従業員の派遣の条件と従業員への保証
– ストライキ権の行使
– 労働時間、代償休暇、祝日、年間有給休暇、若年労働者の労働時間及び夜間就労
– 休暇及び悪天候による就労不能を補償するための国庫（caisses de congés et d’intempéries）負担の条件（建設・

公共事業及び興行の分野)
– 最低賃金及び給与の支払い（超過労働時間に対する給与割り増しを含む）
– 健康及び労働の安全に関する規定、就労可能年齢、子供の労働
– 不法就労

• 2008年10月5日の労働総局（direction générale du travail）の通達 ： 「これらの分野については、一
般法が適用になる。ただし、労働法典に明示的に特別の方法が定められる場合を除く。」
労働一般法には、法律、命令及び労働協約が含まれる。

• フランス労働法は、フランスでの就業開始日より全出向期間中適用される。
上記労働総局の通達 ： 「フランスの子会社の組立ラインを調整するためにフランスで就労する日本の
エンジニアは、たとえ数日間しかフランス国内に滞在しない場合であっても、出向のルールを遵守しなけ
ればならない。」

88

フランスの労働法が適用される条件（5/5）

• 出向に関する規則の効果が及ぶ例

- グループ内異動によりフランスに派遣される従業員を、従業員代表機関の設置義務の有
無に関連して従業員数を確定する際に算入。

- 労働時間、週休暇、有給休暇等について、現地採用の従業員と同じ条件を適用。

- 1ヶ月を超える出向については、月給制度及び給料明細の発行に関する規定が適用され
る。 (給与明細は、報酬を証明し、フランス語に翻訳され、ユーロに換算された金額のほか、
一定の必要事項が明記されていなければならない。）

- 1ヶ月を超えない出向については、給与明細の発行を必要としない。

• 労働局などの検査が行われる場合には、雇用主は、社会保険制度への加入、就労許可、
健康診断の証明書、給与明細等の書類の提示を求められる場合がある。
（その他、労働法典R1263-1条、R1263-8条及びR1263-9に挙げられた書類の提示が必
要となる場合がある）
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フランスの社会保険制度への加入義務の免除

日本から派遣される従業員と管理職のフランスの

社会保険制度への加入義務が免除される場合とは？

1010

フランスの社会保険制度への加入義務の免除（2/4）

• 社会保険法典L.111-2-2条：

「正規正規正規正規にににに批准又批准又批准又批准又はははは承認承認承認承認されたされたされたされた条約及条約及条約及条約及びびびび協定協定協定協定がががが適用適用適用適用されるされるされるされる場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、 フ
ランスにおいて、一時的又は恒久的に、フルタイム又はパートタイムで、
以下の行為を行う者は、年齢、性別、国籍又は居住地を問わず、本法典
の枠組みにおいて、義務的社会保険制度に加入しなければならない。

- フランスに事業所を有するか又は有していない、一又は複数の雇用主のための就
労。報酬の金額及び性質、契約の形式、性質又は有効性を問わない。

- 非従業員の就労など。」

かかる属地主義原則に基づき、フランスの社会保険法は、就労期間を問
わず、フランスで就労するすべての従業員に適用される。
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フランスの社会保険制度への加入義務の免除（2/4）

• 属地主義原則は、日仏間においては、日仏社会保障協定に
よる制限を受ける。 (協定署名日：2005年2月25日；施行日：
2007年6月1日）。

• 日仏社会保障協定の原則（5条）：職業活動を行う国の社会

保障制度に加入する。

「この協定に別段の定めがある場合を除くほか、いずれか一方の締約国内

において被用者又は自営業者として就労する者に係る両締約国の法令に
おける強制加入に関しては、その被用者又は自営業者としての就労につい
ては、当該一方の締約国の法令のみを適用する。」 （5条）

1212

フランスの社会保険制度への加入義務の免除（3/4）

• 日仏社会保障協定における例外（6条）：出向の場合

« 被用者に適用される一方の締結国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の

締約国内に事業所を有する雇用者に雇用されている者が、当該雇用者により当該一方

の締約国から他方の締約国内において当該雇用者当該雇用者当該雇用者当該雇用者のためにのためにのためにのために就労するために5年を越え

ないと見込まれる期間派遣される場合には、その被用者が当該一方の締結国において

就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用する。」（6条）

1年インターバルルール：2回目の出向の場合は、1回目の出向の終了か
ら少なくとも1年の経過が必要。

• 出向従業員は、フランスにおいて、URSSAF納付義務を免れる（CSG
（一般社会保障拠出金）及びCRDS（社会保障会計債務返済拠
出金）を含む）。年金納付義務も免れる。 ただし、フランスの失業
保険（ASSEDIC）は納付しなければならない。
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フランスの社会保険制度への加入義務の免除（4/4）

• 出向従業員として適用を受けるための手続きに必要
な書類

- 適用証明書（日本の社会保険制度への加入を証明
する書類） (添付formulaire J/F 6参照）

- 「労働者災害補償保険の海外派遣者の特別加入

制度又はこれに準ずる保険」の加入証明書
（添付書類参照）

1414

フランスでの納税義務と税制優遇措置

日本から派遣される従業員と管理職にフランスの

納税義務が発生する場合とは？
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フランスでの納税義務と税制優遇措置（1/14）

• フランス一般租税法典の原則（4A条）：フランスに税務上の住所を持つ者は、全
所得につき納税義務が課される。

• 「フランスに税務上の住所を持つ者」（居住者）とは（4B条）

– 世帯又は主たる滞在場所をフランスに有する者

– フランスにおいて、従業員として又は非従業員として、職業活動を行う者。フランスで
の職業活動が付随的であるとの証明を行う場合を除く。

– 経済的利益の中心がフランスにある者

（*上記の基準の具体的な適用についてはｐ17参照）

1616

フランスでの納税義務と税制優遇措置（2/14）

• 「税務上の住所（居住者）」の基準

– 私的基準
• フランスに家族を持つ場合。

• 主な滞在場所がフランスである場合。

– 職業上の基準
• 従業員については、実質的及び定期的に就労する場所。

– 経済的基準

• 主な投資、ビジネスの拠点、財産の管理が行われる場所。
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フランスでの納税義務と税制優遇措置（3/14）

• 税務上の住所（居住者）の確定基準について

– 住所の確定方法は、代替的代替的代替的代替的 (一つの基準を満たしていれば足りる)かつ段階的段階的段階的段階的 (条文
に列挙された順番に検討する）

– これらの基準は、家族の各構成員ごとに評価される。

夫婦の場合は、一方のみがフランスの居住者であり他方が非居住者ということもあり
うる。

• フランス居住者の一方配偶者のみが、全世界所得に対して所得税が課税される。非居住者
である他方配偶者は、 フランス源泉の所得のみがフランスで課税される。

• 非居住者である他方配偶者は、フランス居住者である配偶者の家族指数（quotient 
familial；課税額決定の指数）の計算においては考慮される。

• なお、課税又は免除の対象となるかどうかは、日仏租税条約に照らして検討す
る必要がある。

1818

フランスでの納税義務と税制優遇措置（4/14）

• 日仏租税条約の署名 ： 1995年3月3日

• 条約の改定 : 2007年1月11日

• 条約は、税務上の居住者の確定については、原則として、
各締結国（日・仏）の国内法に準拠するとしている。

「この条約の適用上、『一方の締約国の居住者』とは、当該一方の締
約国の法令の下において、住所、居所、本店又は主たる事務所の所
在地、次号の管理の場所その他これらに類する基準により当該一方
の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいう。」（4条1項）
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フランスでの納税義務と税制優遇措置（5/14）

給与所得の課税

• 原則： フランスで就労する従業員に支払われる給与は、日本

の雇用主から支払われる場合であっても、フランスで課税の
対象となる。（条約15条1項）

• 例外： 従業員が一時的な任務のためだけにフランスで就労
する場合（フランスでの就労日数が12ヶ月のうち183日を越

えず、日本の雇用主から給与が支払われ、フランスに所在す
る事業所が経費を負担しない場合）には、フランスで課税の
対象とならない（日本で課税される）。

2020

フランスでの納税義務と税制優遇措置（6/14）

• まとめ

– フランス派遣（招聘）従業員は、フランスで課税対象となる
（世帯の基準）。

– 出向従業員もフランスで課税対象となる（世帯又は主たる
滞在場所の基準）。ただし、一時派遣従業員の条件を満
たす場合を除く。

• いずれにしても、フランスでの滞在期間、家族の状況、財産
の所在地、給与の支払者など、諸事情に鑑みてケースバイ
ケースで判断される。
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フランスでの納税義務と税制優遇措置（7/14）

• 海外赴任者向けの新しい制度 (一般租税法典155B条)

– 外国人赴任者（招聘及び出向を含む）に適用される新しい税制優遇
措置

– 最近の改正等：2009年4月7日。財政総局の2009年7月30日付指令。

– 改正点：
• 適用範囲の拡大：現地採用の従業員及び、オプションにより、フランスに

税務上の住所を持つ非従業員にも適用。

• 課税免除制度（上限）に関するオプション。

• 一定の「受動的な」所得に対する免除が可能。

2222

フランスでの納税義務と税制優遇措置（8/14）

• 従業員及び従業員に準じる経営者に適用される税制優遇措置の概要
（1/2）

– フランスでの就労に直接的に関係する海外勤務手当（prime 
d’impatriation ）については、一定の制限のもと、その実質的金額につきフラ
ンスでの課税が免除される。

• フランス企業に直接雇用された赴任者は、海外勤務手当の定額評価を選択でき
る。

• 海外勤務手当は、事前に契約において規定しなければならない。
• 海外勤務手当の金額については、類似の役職について支払われる給与を参照し

て制限される場合がある。

– フランス国外での業務に対する報酬は、一定の条件のもと、フランスでの課
税を免除される。

• フランス国外での業務が、企業の直接かつ排他的な利益のために行われたもの
であることが必要。

• フランス国外での業務に相当する報酬の評価方法については条文の規定がない。
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フランスでの納税義務と税制優遇措置（9/14）

• 従業員及び従業員に準じる経営者に適用される税
制優遇措置の概要（2/2）

– フランス赴任者は、フランスでの課税免除について、以下のい
ずれかの上限を選択できる。

（i）課税免除の上限を給与総額の50%とする。

（ii）国外就労の報酬に関わる課税免除の上限を、海外勤務手当を
除く課税所得の20%とする。

– フランス赴任者は、一定の条件のもと、外国における動産資本、
知的財産権・工業所有権からの収益、及び外国で保有する資
本証券及び株式等の譲渡益等の額につき、50％を上限として
所得税を免除される。

2424

フランスでの納税義務と税制優遇措置（10/14）

• 税制優遇措置は、日本企業またはフランス企業に直接雇用
されて、フランスにおいて期間を定めてまたは期間を定めず
に就労する、すべての従業員及び従業員に準じる経営者に
適用（SARLの多数株主ではない業務執行者、SASの社長、
業務執行役など）。

• フランスでの就労以前の５年間に、フランスの税務上の居住
者ではなかったことを要する。また、フランスの税務上の居
住者となることを要する（一般租税法典4B条の基準を満た
す）。

• 税制優遇措置は、フランスでの就労開始から5年目の12月
31日まで有効。
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フランスでの納税義務と税制優遇措置（11/14）

税制優遇措置税制優遇措置税制優遇措置税制優遇措置のののの適用例適用例適用例適用例 （（（（1/4））））

1. 事案事案事案事案

- 日本企業の管理職（2003年1月1日以降フランスにおいて税務上の居住者では
なかった）が、2008年1月1日からフランス企業へ派遣された。定期的に、フランス
国外(日本を含む）へ出張している。

- 2008年の年収総額は 220 000 €
（うち、130 000 €が「海外勤務手当」、30 000 €がフランス国外での業務の報酬
として支払われる）

- フランスにおける「参照給与」は100 000 €である。（類似の役職における給与）

2626

フランスでの納税義務と税制優遇措置（12/14）

税制優遇措置の適用例 （2/4）

2. 2008年年年年のののの所得税免除所得税免除所得税免除所得税免除のののの額額額額

のののの計算計算計算計算

（（（（1）））） 海外勤務手当海外勤務手当海外勤務手当海外勤務手当
- 「海外勤務手当」は、 220 000 €

から参照給与額（100 000 € ）を
差し引いた 120 000 €と考える。

→課税が免除される。

- 残りの10 000 €は、課税対象と

なる。

90000ユーロ

90000ユーロ

10000ユーロ

100000ユーロ（参照給与）

海外勤務手当
120000ユーロ

220000ユーロ
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フランスでの納税義務と税制優遇措置（13/14）

税制優遇措置の適用例 （3/4）

2. 2008年年年年のののの所得税免除所得税免除所得税免除所得税免除のののの額額額額

のののの計算計算計算計算

（（（（2）））） 国外就労所得国外就労所得国外就労所得国外就労所得

- 国外での就労に相当す
る報酬部分は、30 000 €
まで課税を免除されうる。

60000ユーロ

30000ユーロ
国外就労所得

10000ユーロ

120000ユーロ
海外勤務手当

220000ユーロ

2828

フランスでの納税義務と税制優遇措置（14/14）

税制優遇措置の適用例 （4/4）
2. 2008年年年年のののの所得税免除所得税免除所得税免除所得税免除のののの額額額額のののの計算計算計算計算

（（（（3）））） 上限上限上限上限のののの適用適用適用適用
◆◆◆◆オプションオプションオプションオプション1 : 給与総額給与総額給与総額給与総額にににに対対対対するするするする上限上限上限上限のののの設定設定設定設定

- 上限の適用前の免除額：150 000 € (120 000 € + 30 000 €)
- 免除は給与総額の50％を上限として免除可能： 220 000 € x 50 %
- 上限の適用後の免除額： 110 000 €

◆◆◆◆オプションオプションオプションオプション2 : 国外就労所得国外就労所得国外就労所得国外就労所得にににに対対対対するするするする上限上限上限上限のののの設定設定設定設定
- 海外勤務手当（課税免除分）を除く報酬額：100 000 € (220 000 – 120 000 €)
- 国外就労所得に関する上限20％：20 000 € (100 000 € x 20 %)
- 免除額の合計は、140 000 € (120 000 € + 20 000 €)

結論結論結論結論：：：：オプションオプションオプションオプション2のののの方方方方がががが有利有利有利有利。。。。
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